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雲南市の原子力防災の取組状況について 

 

現在に至るまでの主な経過等 

年月日 内 容 

平成 23 年 

3 月 11 日 

東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故発生 

我が国初の原子力緊急事態宣言発令 

平成 25 年 

7 月 8 日 
原子力発電所の安全性を判断する新規制基準施行 

10 月 29 日 
県と周辺3市(出雲、安来、雲南市)において「島根原子力発電
所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」に係る覚書締結 

12 月 25 日 
中国電力が国へ島根原子力発電所２号機の新規制基準適合

性確認申請を実施 

平成 26 年 

4 月 11 日 

「エネルギー基本計画」閣議決定 
(原子力は重要なベースロード電源と規定) 

5 月 28 日 
島根県と広島県、岡山県による「広域避難に関する協定」締
結 

平成 27 年 

3 月 18 日 
中国電力が島根原子力発電所 1号機の廃止を決定 

平成 28 年 

7 月 4 日 

中国電力が国へ島根原子力発電所1号機の廃止措置計画認可
申請並びに2号機の発電用原子炉設置変更認可申請を実施 

平成 29 年 

2 月 10 日 

島根原子力発電所に係る出雲市民、安来市民及び雲南市民の
安全確保等に関する協定 

4 月 19 日 
原子力規制委員会が「島根原子力発電所1号機廃止措置計画」
を認可 

7 月 28 日 島根原子力発電所 1号機廃止措置作業着手 

平成 30 年 

5 月 22 日 

中国電力は島根県と松江市に対して、島根原子力発電所3号機
の新規制基準への適合性確認審査に係る事前了解願いを提出
し、出雲市、安来市、雲南市に対しては安全協定に基づき報告 

8 月 10 日 
中国電力が国へ島根原子力発電所３号機の新規制基準適合

性確認申請を実施 

 

雲南市原子力発電所環境安全対策協議会  

令和３年（２０２１）１月２５日 

防災部 防災安全課 資料 No.２ 
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１．島根県と周辺 3市(出雲、安来、雲南市)において「島根原子力発電所周辺地

域住民の安全確保等に関する協定」に係る覚書締結について 

平成２５年１０月２９日 参考資料１のとおり 

  島根県、松江市及び中国電力株式会社が締結する島根原子力発電所周辺地

域住民の安全確保等に関する協定に基づく計画等に対する事前了解の回答の

ほか、島根原子力発電所に関する重要な判断や回答をするに当たって、県から

雲南市への説明・意見照会が行われ、その後、雲南市から県への意見等を提出

する。 

  なお、県への意見等の提出にあたっては、市議会、原子力安全顧問会議、原

子力発電所環境安全対策協議会の意見を踏まえて行う。 

 

 

２．周辺 3市(出雲、安来、雲南市)と中国電力株式会社において「島根原子力発

電所に係る出雲市民、安来市民及び雲南市民の安全確保等に関する協定」の締

結について 

  平成２９年 ２月１０日 参考資料２、参考資料３のとおり 

  周辺 3 市が中国電力株式会社に対して意見が言えること、中国電力株式会

社は誠意をもって対応することを明文化した。 

 

 

３．出雲市、安来市及び雲南市による中国電力株式会社に対する立地自治体同様

の安全協定締結の申し入れについて 

  平成３０年７月４日 参考資料４のとおり 

  現在、出雲市、安来市及び雲南市は中国電力株式会社と「島根原子力発電所

に係る出雲市民、安来市民及び雲南市民の安全確保等に関する協定」及び「島

根原子力発電所に係る出雲市民、安来市民及び雲南市民の安全確保等に関す

る協定の運営要綱」を締結している。この協定等には、「計画等に対する事前

了解や措置要求等の権限」などが盛り込まれておらず、立地自治体とは差異が

ある内容となっているため、中国電力に対して、立地自治体と同様の安全協定

締結について、申し入れを行っている。 
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４．原子力災害に備えた雲南市広域避難計画について 

 平成２５年２月   参考資料５のとおり 

島根県は、山陽各県への説明会を開催し避難先地域の割当案を策定、その後、

関係４市（松江市、出雲市、安来市及び雲南市）と連携し、県内市町村及び中

国各県・市町村の協力を得て、調整を図り平成２４年１１月に「原子力災害に

備えた島根県広域避難計画（以下「県計画」という。）を策定されたところで

ある。また、関係４市はこの計画を基本としてそれぞれ広域避難計画を策定す

ることとされた。 

雲南市は、この方針に基づき県計画を基本に広域避難計画を策定した。 

 

 

５．島根県原子力防災訓練（雲南市訓練） 

（１）目的及び経緯 

   原子力災害に備えた組織防災力の強化及び市民の原子力災害時における

正しい対応の知識習得を目的に、平成２４年度から実施している。 

 

（２）実施状況及び参加者（平成２９年度以降） 

【平成２９年度】 

・平成２９年１１月１７日（金） 

初動対応訓練（雲南市災害警戒本部及び災害対策本部の設置運営訓練） 

学校等の避難措置等訓練（通信連絡・人員報告訓練） 

・平成２９年１１月１９日（日） 

住民の避難措置等訓練、避難退域時検査訓練、原子力防災学習会 

 

【平成３０年度】 

・平成３０年１０月２６日（金） 

情報伝達訓練及び職員参集訓練（地震発生に伴う訓練） 

    初動対応訓練（雲南市災害対策本部の運営訓練） 

学校等の避難措置等訓練（通信連絡・人員報告訓練） 

・平成３０年１０月３０日（火） 

国・県・市ＴＶ会議訓練、住民の避難措置等訓練、安定ヨウ素剤緊急 

配布訓練、避難退域時検査訓練、原子力防災学習会 
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【令和元年度】 

・令和元年１１月８日（金） 

初動対応訓練、雲南市災害対策本部運営訓練、島根ＯＦＣの運営訓練、 

広報活動訓練、学校等の避難措置等訓練 

・令和元年１１月９日（土） 

    初動対応訓練、雲南市災害対策本部運営訓練、島根ＯＦＣの運営訓練、 

広報活動訓練、ＵＰＺ一般住民の屋内退避訓練 

・令和元年１１月１０日（日） 

住民の避難措置等訓練、広報活動訓練、安定ヨウ素剤緊急配布訓練、 

避難退域時模擬検査、原子力防災学習会、島根ＯＦＣの運営訓練 

    

【令和２年度】 

・令和２年１０月２８日（水） 

情報伝達訓練及び職員参集訓練（地震発生に伴う訓練） 

    初動対応訓練（雲南市災害対策本部の運営訓練） 

学校等の避難措置等訓練（通信連絡・人員報告訓練） 

 

 

６．原子力災害に備えた安定ヨウ素剤の事前配布の実施 

（１）概要 

   原子力発電所で事故が発生した場合、国の指示に基づき、一時集結所で緊

急的に安定ヨウ素剤を配布することとしているが、避難の際に受け取りが

困難であると想定される者には、安定ヨウ素剤を事前に配布する。 

   平成２９年度から事前配布を実施している。 

 

（２）事前配布の実施状況 

  【平成２９年度】 

① 日  時：平成３０年３月４日（日）、１１日（日） 

② 場  所：大東地域交流センター（４日）、市役所（１１日） 

③ 配布者数：１２６ 

 

【平成３０年度】 

① 日  時：平成３０年１２月９日（日）、１６日（日） 

② 場  所：市役所 

③ 配布者数：７３ 
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【令和元年度】 

① 日  時：令和元年１２月１４日（土）、１５日（日） 

② 場  所：市役所 

③ 配布者数：３６ 

 

【令和２年度】 

① 日  時：令和２年１１月２９日（日） 

② 場  所：市役所 

③ 配布者数：１０ 

 

 

７．雲南市原子力発電所環境安全対策協議会（近年の開催状況） 

 

◆平成２９年度第１回（平成２９年６月１日） 

【議題】 

① 島根原子力発電所１号機の廃止措置計画の認可について 

 

◆平成３０年度 第１回（平成３０年４月２５日） 

【議題】 

① 島根原子力発電所2号機の新規制基準への適合性審査の状況等について 

② 島根原子力発電所2号機の中央制御室空調換気系ダクトの腐食について 

③ 島根原子力発電所 1号機の廃止措置の状況等について 

④ 安定ヨウ素剤の事前配布について 

 

◆平成３０年度 第２回（平成３０年５月２９日） 

【議題】 

① 島根原子力発電所 3号機新規制基準に係る適合性申請について 

 

 

８．雲南市原子力安全顧問会議 

（１）顧問設置の概要 

  ①目的 

雲南市が実施する平常時及び緊急時における原子力災害の防災対策、 

雲南市に影響を及ぼす原子力施設の安全対策等について、技術的観点から

幅広く指導、助言等を得ることを目的として、雲原子力安全顧問を設置す

る。 
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② 顧問 ３名                     （五十音順） 

 名 前 専門分野 所属・職名 

1 香川 敬生 地質・地震学 鳥取大学大学院工学研究科 

2 高村  昇 放射線防護等 
長崎大学 

原爆後障害医療研究所 

3 守田 幸路 原子力・原子炉工学 九州大学大学院工学研究院 

 

③ 任期 ２年（令和３年１月１日～令和４年１２月３１日） 

 

（２）実施状況 

◆第１回顧問会議開催（平成２９年５月１１日） 

【議題】 

① 島根原子力発電所１号機の廃止措置計画の認可について 

② 島根原子力発電所２号機の中央制御室空調換気系ダクト腐食につ

いて 

③ 島根原子力発電所２号機の新規制基準への適合性確認審査状況に

ついて 

 

  ◆第２回顧問会議開催（平成３０年４月２５日） 

【議題】 

① 島根原子力発電所２号機の新規制基準への適合性審査の状況等につ

いて 

② 島根原子力発電所２号機の中央制御室空調換気系ダクトの腐食につ

いて 

③ 島根原子力発電所１号機の廃止措置の状況等について 

④ 安定ヨウ素剤の事前配布について 
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参考資料１



島根県・松江市
（H18.2.2締結）

（H27.12.18最終改正）

出雲市・安来市・雲南市
（H29.2.10締結）

摘　要
鳥取県・米子市・境港市

（H23.12.25締結）
（H27.12.22最終改正）

第１条 安全確保等の責務 ○ ○ ○

第２条 情報の公開 ○ ○ ○

第３条 放射性廃棄物の放出管理 ○ ○ ○

第４条 核燃料物質等の保管管理 ○ ○ ○

第５条
（　－　）

環境放射線等の測定 ○ ― ○

計画等に対する事前了解 ○
×

報告
（意見表明・誠意ある対応）

×
報告

（意見表明）

（廃止措置関係） ○
(H27.12.18一部改正)

×
報告

（意見表明・誠意ある対応）

×
報告

（意見表明）
(H27.12.22一部改正)

第７条
（第６条）

核燃料物質等の輸送計画
に対する事前連絡

・年間計画
・30日前連絡
・事前連絡

・年間計画
・30日前連絡

・年間計画
・30日前連絡

平常時における連絡 ○ ○ ○

（廃止措置関係） ○
(H27.12.18一部改正)

○ ○
(H27.12.22一部改正)

運転上の制限等を満足し
ない場合の連絡

○ ○ ○

（廃止措置関係） ○
(H27.12.18一部改正)

○ ○
(H27.12.22一部改正)

第10条
（第９条）

異常時における連絡 ○ ○ ○

第11条
（第10条）

立入調査 ○
×

現地確認
（意見表明・誠意ある対応）

　発電所への現地確認ができる
旨を規定し、その際は意見を述
べることができる。
　また、中電は誠意をもって対
応する。

×
現地確認

（意見表明）

第12条
（　－　）

適切な措置の要求 ○ × ×

第13条
（第11条）

教育訓練 ○ ○
　中電に対し、教育訓練の徹底
と十分な指導監督を求める。

○

第14条
（第12条）

防災対策 ○ ○ ○

第15条
（第13条）

公衆への広報 ○ ○ ○

第16条
（第14条）

連絡の方法 ○ ○ ○

第17条
（第15条）

連絡責任者 ○ ○ ○

第18条
（第16条）

損害の補償 ○ ○
　市民に損害を与えた場合は、
誠意ある対応による、補償その
他の最善の措置を求める。

○
(要綱：仮払いあり)

第19条
（第17条）

諸調査への協力 ○ ○
　３市が実施する安全確保対策
についての諸調査への協力を求
める。

○

第20条
（第18条）

協定の改定 ○ ○ ○
(要綱：協議会あり)

第21条
（第19条）

運用 ○ ○
○

（各条項に対する誠意ある対
応）

第22条
（第20条）

その他 ○ ○ ○

島根県・松江市の安全協定条項

※（　）・・・出雲市・安来市・雲南市の条

第８条
（第７条）

第９条
（第８条）

第６条
（第５条）

島根原子力発電所に係る協定の条項の比較一覧表

　計画等に対する報告を受け
る。
　これに対し３市は意見を述べ
ることができる。
　また、中電は誠意をもって対
応する。
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参考資料４
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参考資料１



■広域住民避難計画の概要と広域避難先一覧 
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参考資料５



 

地区別広域避難先一覧／雲南市

町名 地区名

1  大東町  大東・塩田地区
大東公園市民体育館
大東小学校

広島県
東広島市

東広島運動公園

2  大東町  春殖地区 大東中学校
広島県
東広島市

市役所豊栄支所
豊栄中学校

3  大東町  幡屋地区 大東西小学校
広島県
東広島市

東西条小学校
西条中央公園
西条小学校
三ツ城小学校

4  大東町  佐世地区 佐世小学校
広島県
東広島市

高美が丘中学校
県立広島高等学校

5  大東町  阿用地区 阿用小学校
広島県
東広島市

市役所福富支所
竹仁小学校

6  大東町  久野地区 旧久野小学校
広島県
東広島市

磯松中学校

7  大東町  海潮地区 海潮中学校
広島県
東広島市

中央中学校
松賀中学校

8  加茂町  加茂地区
ラメール
加茂中学校
加茂小学校

広島県
三次市

三次運動公園
県立みよし公園
三次市営球場

9  木次町  八日市地区 木次小学校
広島県
三原市

市役所久井支所
旧久井小学校

10  木次町  三新塔地区 チェリヴァホール
広島県
三原市

市役所久井支所
旧久井小学校

11  木次町  新市地区 木次体育館
広島県
三原市

市役所久井支所
旧久井小学校

12  木次町  下熊谷地区 下熊谷交流センター
広島県
三原市

市役所久井支所
旧久井小学校

13  木次町  斐伊地区
斐伊小学校
斐伊体育館

広島県
三原市

市役所大和支所

15  木次町  日登地区 寺領小学校
広島県
三原市

大和中学校

16  木次町  西日登地区 西日登小学校
広島県
三原市

大和中学校

17  三刀屋町  三刀屋地区 三刀屋中学校
広島県
世羅町

せら香遊ランド

18  三刀屋町  一宮地区 アスパル
広島県
竹原市

ﾊﾞﾝﾌﾞｰ・ｼﾞｮｲ・ﾊｲﾗﾝﾄﾞ

一時集結所 避難経由所広域避難先
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